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議案第２５号

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立二十一世紀の

森）について

　次のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する公

の施設の指定管理者を指定することについて、同条第６項の規定により、本議会の議決を

求める。

　　令和５年１１月２９日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

１　公の施設の名称　　鳥取県立二十一世紀の森

２　指 定 管 理 者　　とっとりの森を守り木を活かす会

　　　　　　　　　　　代表者　鳥取市叶１２２番地　西垣ビル３号室

　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県木材協同組合連合会

　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　前　田　八壽彦

　　　　　　　　　　　　　　　鳥取市湖山町西二丁目４１３番地

　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団

　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　嶋　沢　和　幸

３　指 定 の 期 間　　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

４　理 由　　二十一世紀の森の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、とっ

とりの森を守り木を活かす会を指定管理者として指定しようとする

ものである。


